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電気通信事故検証会議（第１回） 

議事要旨 

 

１ 日 時：平成 30 年４月６日（金）9:57～12:04 

 

２ 場 所：総務省 10 階 共用 10 階会議室 

 

３ 議事模様 

（１）総務省から、平成 29 年度電気通信事故検証会議の第６回の議事要旨について説明

があり、同資料の総務省 HP への掲載について構成員から承認が得られた。 

 

（２）ソフトバンク株式会社から、平成 30 年２月に発生した重大な事故について、説明

が行われた。本事故の概要は以下のとおり。 

事業者名 ソフトバンク株式会社 発生日時 
平成 30 年２月 19 日 

          ９時 30 分 

継続時間 ９時間 14 分 影響利用者数 約 67 万 

影響地域 全国 
事業者への 

問合せ件数 

約 4,200 件 

（平成 30 年２月 22 日時点） 

障害内容 

ソフトバンク株式会社が提供する固定電話サービス（おとくライン）において

音声通話がつながりにくい状況が発生するとともに、同社及び東日本電信電話株

式会社の相互接続点を経由する固定電話サービス及び携帯電話サービス間の音

声通話がつながりにくい状況が発生した。 

、

重大な事故

に該当する

電気通信役

務の区分 

一：緊急通報を取り扱う音声伝送役務 

及び 

二：緊急通報を取り扱わない音声伝送役務 

発生原因 

・固定電話サービス（おとくライン）の加入者交換機と接続する中継交換機にお

いて設備容量（秒間あたりの最大呼数）の考慮漏れがあり、加入者交換機設備

更改工事後、設備容量を超過するトラヒックが発生したことにより中継交換機

の CPU 使用率が上昇し、輻輳が発生した。 

・上記輻輳を起因とし、東日本電信電話株式会社（以下「NTT 東日本」）との相

互接続点（POI）においてソフトバンク向けトラヒックが集中したことにより

輻輳が発生。NTT 東日本の信号処理装置にて輻輳アラームを検知するととも

に、ソフトバンク向け信号送信の抑止が働いた。 

・輻輳の発生により、 

① NTT 東日本及び NTT 東日本を経由してソフトバンクと接続する事業者（以

下「他事業者」）からソフトバンクの 03 固定電話（NTT 東日本及び他事業

者の 03 固定電話からの発信の場合は、全国のソフトバンク固定電話） 

② NTT 東日本及び他事業者の 03 固定電話及び 03 以外の一部固定電話からソ

フトバンク携帯電話 
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③ ソフトバンク固定電話及び携帯電話から NTT 東日本及び他事業者の 03 固

定電話 

への電話がつながりにくい状況が発生した。 

・NTT 東日本において、ソフトバンク向けトラヒック制御（発信規制）を実施し

たことにより、同社信号処理装置の輻輳が解除され復旧。ソフトバンクにおい

て、障害の被疑箇所特定のため自網内電気通信設備の対処に終始し、関係事業

者との情報共有・連携が不十分であったために復旧までに時間を要した。 

 

機器構成図 

 

 

 

再発防止策 

・中継交換機のトラヒック分散及び設備増強【平成 30 年２月実施完了】 

・従来の呼量に加え、秒間最大呼数も考慮した設計を行うよう、交換機設備更改

工事に伴う接続構成の変更における設計ポリシーの見直しの実施【平成 30 年

３月実施完了】 

・「NTT 東日本とソフトバンク間の相互接続に関する保守確認事項」に基づく事

業者間連絡会議の開催により、輻輳・緊急時（故障等）の網制御に関わる連携

の確認を実施。また、運用窓口間での情報連携の強化、両者で協力して原因特

定にあたることの確認の実施【平成 30 年３月実施完了】 

 

情

報

周

知 

自社 

サイト 

【障害情報】 

・平成 30 年２月 19 日 13 時 13 分におとくラインへ掲載 
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・

 

 

・

平成 30 年２月 19 日 15 時 21 分にソフトバンク携帯電話サイトへ掲載 

 

 

 

その他、15 時台に Y!mobile（携帯電話）サイト、Y!mobile（PHS）サイト、ソ

フトバンクホームページ（ホワイト光電話、おうちのでんわ、BB フォン）へ

掲載 
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【復旧情報】 

・平成 30 年２月 19 日 23 時 28 分におとくラインへ掲載 

 

 

・平成 30 年２月 19 日 21 時 32 分にソフトバンク携帯電話サイトへ掲載 
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・

 

 

・

その他、21 時～22 時台に Y!mobile（携帯電話）サイト、Y!mobile（PHS）サ

イト、ソフトバンクホームページ（ホワイト光電話、おうちのでんわ、BB フ

ォン）へ掲載 

【お詫び掲載】

平成 30 年２月 22 日８時 00 分にソフトバンクホームページへ掲載 
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報道

発表

なし。 

 

 

（３）議事（２）について、主に「設備更改時の試験・検証」、「事故発生時の対応」、

「事業者間の情報共有」、「利用者周知」及び「管理規程の遵守状況」の観点に

ついて、ソフトバンク株式会社及び構成員間で質疑応答が行われた。主な内容は

以下のとおり。 

 

＜設備更改時の試験・検証＞ 

・中継交換機の「秒間あたりの呼数（cps(call per second)）」が想定外の呼数であ

ったのか、それとも交換機の更改に当たって見積もっておかなければならないとこ

ろ、見落としがあったのかとの質問があり、中継交換機の更改に当たっての考慮す

べき事項として cps が含まれておらず、未考慮であった旨の回答があった。 

・基本的なトピックの設計がなされていなかったものであり、今後はしっかり取り組

んでほしい旨の発言があった。 

 

＜事故発生時の対応＞ 

・電話回線の交換機の設定をしっかりとできる技術者がいるのか、運用面で心配であ

る。中継交換機は他社との接続にも関係することから、今般のような障害が起きた
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ときに、どのように対処すべきかを運用を始めるときに考慮すべきである旨の発言

があった。 

 

＜事業者間の情報共有＞ 

・POI の接続は東日本電信電話株式会社との連携が重要であることから、その接続条

件や障害時の対処について東日本電信電話株式会社とよく情報を共有してほしい

旨の発言があった。 

・東日本電信電話株式会社との会議はどちらから設定したのか。また、その時点で原

因が特定されていたのかとの質問があり、様々対策を講じたが、原因が特定できな

かったため、ソフトバンク株式会社から連絡を行い、双方で発生している事象を整

理し、対処を決定、実行した旨の回答があった。 

 

＜利用者周知＞ 

・障害情報をホームページのトップページへ掲載したか、またホームページ以外の方

法で周知をしたかとの質問があり、携帯電話のサイトではトップページ内にリンク

を掲載した旨と、ホームページ以外の手段による周知は特段行っていなかった旨の

回答があった。 

・周知が遅れた原因は何かとの質問があり、今般の事象が法人向けサービスであった

ことから法人部門への情報共有に留まり、社内他部署への情報展開が遅れたととも

に、障害全体の状況把握及び規模感の把握に時間を要したことと、初報掲載の社内

広報の事前確認に時間を要したことにより掲載が遅くなった旨の回答があった。 

 

＜管理規程の遵守状況＞ 

・原因とは異なる部分での措置を講じていたことから、復旧までに約半日かかってお

り、電気通信設備の工事や運用に携わる関係者の技術レベルに問題があるのではな

いか、日常的な訓練を実施しているのかとの質問があり、輻輳が発生したときの対

処法などの一般的な訓練は日常的に実施している旨の回答があった。 

・上記訓練の成果が有効に機能しなかったのかとの質問があり、そのとおりではある

が、今般の事象においては、結果的に東日本電信電話株式会社による対処も必要で

あったことと、ソフトバンク株式会社の中継交換機の輻輳による障害が発端であっ

たことから、自社設備の障害原因の特定に終始してしまったために、時間を要した

旨の回答があった。 

・根本的なところでは事業用電気通信設備管理規程の遵守がなされていなかったので

はないかとの指摘があり、管理規程もチェックを行い、設計ポリシーの見直しによ

り、設備の導入・設計部門の内規のチェック項目に cps を追加する対応を行うとと

もに、教育・訓練についても見直しを進める旨の回答があった。 

 

（４）議事（３）の質疑応答を踏まえ、構成員より総括が行われた。主な内容は以下の
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とおり。 

・電話サービスの利用状況が変化していく中で、従来はアーランを注視しておくこと

で十分であったところから、現在は cps が重要な項目となっており、そのような利

用実態を踏まえた対応が必要である旨の発言があった。 

・若手の経験が少ない人材が多いと考えられるが、電気通信設備の設計や運用などに

関する教育や訓練をしっかりと行うことが重要である旨の発言があった。 

・東日本電信電話株式会社との相互接続に関しても社内で情報がしっかりと共有され

ておらず、障害の発生によりどのような影響が及ぶのかという認識がされていなか

ったのではないかとの発言があった。 

・今般の事象は、報道もなされ、社会的に注目された事案であったが、当事者の意識

が低く、利用者周知が遅すぎるのではないかとの発言があった。 

・ホームページの復旧報や本日の説明でも、障害の原因を「故障」と表現しているが、

故障に至った原因について、様々な憶測を呼びかねない表現であり、適切な表現と

すべきではないかとの発言があった。 

・事故対策本部に広報部門や渉外部門の関係者が参加するのが望ましいのではないか

との発言があった。 

・セキュリティインシデント対策の場合は、インシデント発生時に、どのタイミング

で、どこに対して、どのような連絡をしなければならないかというコミュニケーシ

ョン戦略を事前に作成するが、そのようなものがないのではないか。「予め準備し

ているテンプレートを使用し」対応することはコミュニケーション戦略の一部であ

り、まだまだ対策が足りないだろうとの発言があった。 

 

（５）平成 30 年１月に発生した事故について東日本電信電話株式会社から説明を行った

後、同社及び構成員間で質疑応答が行われた。 

 
（６）総務省から、平成 29 第３四半期に発生した電気通信事故の集計結果について説明

が行われた。 

 
（７）総務省から、平成 29 年度電気通信事故に関する検証報告の骨子（案）について説

明が行われた。 

 

以上 

 




